
都市計画法 32 条同意・協議手続きフロー 

長久手市美しいまちづくり条例に基づく開発協議書の提出   同時申請   法 32 条同意・協議申請書の提出 

【事業者】から【都市計画課】へ                   【事業者】から【従前の公共施設の管理担当課・ 

１週間                             新設される公共施設の将来管理担当課】へ 

 

開発協議検討会の開催（翌週火曜日開催） 

   約１週間 

 

開発協議検討会結果通知 

【都市計画課】から【事業者】へ 

（各公共施設の管理担当課が、検討会の審議の結果、      ⇒ 開発協議検討会結果通知によって法３２条同意・協議申請 

法 32 条同意・協議申請書の変更が生じる場合は、         に変更が生じる場合は、申請書の差し替えを行う 

指示事項として本通知に加える） 

 

回答書の提出                           法 32 条同意・協議書の交付（必要に応じ、覚書の締結） 

【事業者】から【都市計画課】へ                【従前の公共施設の管理担当課・新設される公共施設の将来 

管理担当課】から【事業者】へ 

開発事業協定書の締結                     

【事業者】及び【都市計画課】                 

 

法 29 条許可申請（法 32 条同意・協議書を添付） 

【事業者】から【都市計画課】へ 

 

 ※法３２条同意・協議とは、都市計画法第３２条に基づく公共施設の管理者の同意・協議のことをいう。 

 ※法２９条許可申請とは、都市計画法第２９条に基づく開発許可申請のことをいう。 

 ※協定締結後に変更が生じた場合は、変更開発協議書を提出し、再協議を行う。 

 ※法 32 条同意・協議関係で変更が生じた場合は、各管理者と再協議を行う。 


